
芝浦技術⼠会会員の皆様 
 
会則第 19 条 5 項に基づき 12 ⽉ 20 ⽇（⼟）〜25 ⽇(⽊)の期間書⾯にて開催いたしました
芝浦技術⼠会臨時総会の結果につきまして、以下の通りご報告いたします。 
 

臨時総会議題と結果報告 
                          芝浦技術⼠会 会⻑ 中⽥珠雄 
1.【報告事項】役員の解任報告 
11 ⽉、芝浦⼯⼤ 総務部から今年度で事務局業務を終了する旨の正式な通知があり、役員
にて⽅針を協議した結果、⾃⾝の業務に⽀障が⽣じる役員が解散せざるを得ないという意
⾒が⼤勢を占める⼀⽅、会の存続を模索・検討したいとの意⾒を抱く理事が少数ながらあ
った。 
後者の思いを尊重し、期中ながら役員改選（臨時総会含む）を速やかに実施し、次期会⻑
並びに次期役員にて事務局との引継ぎを含め当会の継続を模索・検討することとし、役員
継続が困難な役員（現職 12 名中 8 名）が第 91 回理事会（11 ⽉ 25 ⽇）で辞任が承認され
たことをご報告する。なお、解任時期は 2025 年 3 ⽉ 31 ⽇または臨時総会で次期役員が承
認されるいずれか早い⽇とした。 

  
 
2.【審議事項 1】会則の⼀部改定に関する決議 
会則第 12 条（役員）の定数を以下のとおり変更する。改定⽇は次回の臨時総会とする。 

会⻑：１名（変更なし） 
副会⻑：２名⇒１名 
理事：８〜１３名⇒３名〜１３名 
監事：２名⇒１名                      

 
 



＜審議結果＞ 
賛成多数により承認。 
 
3.【審議事項 2】次期役員の承認について 
役員候補者名簿に掲載された 5 名を会則第 12 条並びに第 13 条第 1 項及び第 2 項に基づき
以下のとおり次期会⻑が役職を含め次期役員に選出したので、承認願います。（役員候補
者推薦名簿掲載者を全て役員に選任した） 

 
＜審議結果＞ 
賛成多数により承認。 
 
参考資料 役員候補者名簿 
     

 
 
 
 
 


